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（論文内容の要旨） 

 

 本稿の目的は、H.シェンカー（Heinrich Schenker, 1868－1935年）による作品解釈の特徴と変遷を考

察することである。主に1920年代に発表された『音の意志』『音楽における傑作』におけるシェンカーの

作品論を、「分析」ではなく「解釈」と捉えることから出発し、解釈学、物語論、旋律論という異なる３

つの視座から再考する。シェンカーの作品解釈における理論と実践の関係を、音楽著述における批判史

の観点から、また他分野の概念との接点から多角的に検討し、いわゆる層構造分析法を体系化した音楽

理論家としての従来のシェンカー像を再考した。 

 第１章では、解釈学と分析という対立史の一断面を、シェンカーがH.クレッチュマー（Hermann 

Kretzschmar）の作品論を批判して「真の解釈学」（1913年）を提示しようとした事実に遡って切り取り、

さらにW.ディルタイによる解釈学を媒介にし、音楽作品の解釈を巡る当時代に特有の問題を考察した。

クレッチュマー（Kretzschmar 1902, 1905）がアフェクトを音から精神的内容を解明する音楽解釈学を

提唱した一方、「音の生」を音楽的内容と捉えるシェンカーは、音と生の不可分性に基づく音楽内的解釈

学に取り組んでいる。両者は共に音世界と人間世界を精神生活と結びつけたが、その違いは何を内的と

みなすかにある。シェンカーにおいては人間世界が音楽内的範疇にとり込まれ、音楽外か音楽内かが内

的なものの基準となるが、クレッチュマーにとって音自体は人間の内面性を理解するための外的形式に

過ぎない。この外的・内的範疇の相違は、ディルタイの一般解釈学と音楽解釈学のそれに対応している。

ディルタイの『解釈学の成立』（1900年）における内・外の区分は、クレッチュマーのそれと一致する一

方、ディルタイ晩年の「音楽的理解」（1906年頃）では生は音楽内的範疇に属することになる。音楽にお

ける理念の不在の代わりに、音の「動的」な連関を対象とするディルタイの特殊音楽的な解釈学は、シ

ェンカーの音楽内的解釈学と共鳴している。以上、内的・外的範疇という視座から、音楽著述分野にお

ける従来の対立構図に代わる枠組みを提示した。 

 第２章では、シェンカーによる声楽曲（1921年）、キャラクター・ピース（1924年）、器楽曲（1926年）

の作品解釈を採り上げ、その物語性を明らかにした。まず「言語連想的ナラティヴ」「ウアリーニエ・ナ

ラティヴ」という２つのナラティヴ型を示し、次にウアリーニエ・ナラティヴ特有の空間性・時間性を

探った。声楽曲の解釈は、ウアリーニエへの言及なしに歌詞からの連想が解釈を規定している点で、シ

ェンカー風分析に繋がるそれ以後の解釈法からは一線を画す。一方、キャラクター・ピースの解釈では

語り様式の二重性が見られ、タイトルからの言語連想に基づくナラティヴと、非言語的なウアリーニエ

に沿ったナラティヴが共存している。ウアリーニエ・ナラティヴは新たな規定性である音の法則、さら

には生の法則によって普遍化され、『自由作法』で理論化される。1920年代のナラティヴ実践と、『自由



作法』における理論化の関係を物語の空間性・時間性の観点から考察することで、『自由作法』の定式化

に対する実践レヴェルでの様々な解釈可能性を示した。 

 第３章では、A.ハルム（August Halm）とシェンカーが交わした書簡やその他の相手への言及箇所を基

に、旋律線の概念とその分析実践を比較した。R.ケーラー（Köhler 1996）に対する批判から出発し、ハ

ルムとシェンカーの線的概念と実践の動的発展を追った。旋律を「根源的なもの」の細分化とみなす法

則への還元的思考が両者には見出され、ハルムはこの根源的なものを1910年代に音階として概念化し、

シェンカーは1920年代に入ってからウアリーニエと命名した。一方で線的分析を行う目的の相違から、

ハルムは法則学を疑問視し、シェンカーのウアリーニエ分析を批判している。ハルムにとってソナタの

両主題の対照性は線的分析では証明されなかった一方、線的分析はフーガにおける主題の線的「同一性」

を示し得る点で、作品の統一性を証明する有効な方法であった。他方シェンカーは、1910年代にはハル

ムと同様に主題の線的同一性によって統一性を示していたが、1920年代には楽曲中の旋律全体の線的「持

続性」が重視されるようになる。両者の間に広がる相違は、作品の「一部」である主題旋律の変奏を前

提にしたハルムと、作品「全体」が一つの原形の装飾変奏であるとみなしたシェンカーの変奏観の違い

に由来するだろう。 

 以上、シェンカーの解釈における言葉遣いを歴史化し、シェンカー研究の底辺を拡げると同時に、解

釈や分析といった用語史の検討や、理論と政治性の関連を今後の課題として論を閉じた。 

 

（総合審査結果の要旨） 

 

 本研究は、オーストリアの音楽理論家ハインリヒ・シェンカー（1868～1935）の1920年代の作品論を

中心に、その言説を分析ではなく解釈として捉え、解釈学、物語論、旋律論という三つの視点から多角

的に検討することによって、従来のシェンカー像を再考し、シェンカー理解の裾野を広げようとするも

のである。 

 近年、第二次大戦後にアメリカで極限まで発展した分析理論やいわゆる「シェンカー流理論」「シェン

カー流分析」への反省から、解釈学的な観点から分析を行い論ずること、そしてシェンカー自身の言説

や思想を再考することが盛んになりつつあるが、本論文もそうした傾向の延長線上にある。論文３本ぶ

んの内容と量がある大部な本論文は、まずシェンカーとは一見対極にある解釈学の観点から、一般解釈

学のディルタイとの接点を見出し、シェンカーの作品論を解釈学的方法の特殊音楽的形態と捉える。第

２章では、シェンカーの作品解釈をナラティヴと捉え、後期の「ウアザッツ」理論に還元できないその

多様性を明らかにしている。第３章では、同じエネルゲティカーに含められたことのある同世代のアウ

グスト・ハルムとの比較において、両者の旋律線概念や線的分析の共通点と本質的な相違を指摘する。

学際的な視野にたって音楽学以外の分野を含む多数の先行研究と一次文献を読み込みながら、シェンカ

ー自身の言説の言葉遣いに着目して、彼のいくつもの知られざる側面を歴史的文脈において明らかにし

たことの学術的意義は大きい。従来、後期の『自由作法』において定式化された「ウアザッツ」論ばか

りに目が向きがちであったが、それ以前の1920年代の独自性を示唆できたことが大きな特徴である。と

りわけディルタイの音楽論との一致、歌曲や性格小品の分析に認められる「言語連想的ナラティヴ」な

どジャンルによる語り口の違い、「ウアリーニエ・ナラティヴ」の形成、還元的思考という点でのハルム

との一致などは、興味深い指摘である。 

 惜しまれるのは、全体に盛り沢山な内容に比して記述が平板で、焦点がどこにあるのか分かりにくく、

せっかくの独自の見解や優れた指摘が伝わりにくいことである。そのため、諸概念の扱いについても、

言葉の表面的な類似性に囚われているような誤解を生みやすい。分量の配分もアンバランスで、解釈学

の常識について長々と記述するよりは、ディルタイの音楽論そのものについて、もっと全体像を紹介す

べきであった。はるかにコンパクトにすっきりと論述できたはずであり、論点の軸と枝葉のメリハリあ



る区別が望まれる。３章がただ並列される傾向にあり、その相互関係が分かりにくい。三つの視点を総

合した全体としての論述ももっと欲しい。解釈学の背景にある大きな思潮的傾向について、少しでもふ

れるべきだという指摘もあった。そもそも、今日的な視点からは、分析のほとんどは、何らかの意味を

見つけ出そうとする限り解釈であり、物語であるということが、もっと明示されてしかるべきであろう。 

 こうした問題点はあるが、シェンカー自身の言説の多様性と多元的なシェンカー像の可能性を音楽理

論史的文脈で明らかにすることができた意義は大きく、博士論文として高い水準にあると考えられる。

この労作に費やされたエネルギーと研究のオリジナリティは高い評価にあたいする。よって合格とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




